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序

　

本
町
で
は
、
こ
れ
ま
で
神
武
天
皇
東
遷
二
六
〇
〇
年
大
祭
及
び
町
制
施
行
を
記
念
し
て
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
に
作
成
さ
れ
た
『
高
原
郷
土
史
』
、

町
制
施
行
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
に
作
成
さ
れ
た
『
高
原
町
史
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
調
査
に
要
し
た
史
料
を
「
史
料
編
」
等
の
体
裁
で
刊
行
す
べ
き
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
現
在
に
至
る
ま
で
刊
行
さ
れ
な
い

ま
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
平
成
十
年
度
よ
り
開
始
し
た
町
内
の
民
俗
芸
能
の
調
査
に
よ
り
、
町
内
の
古
文
書
を
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
う
ち
神
楽
等
に
関

す
る
史
料
は
、
『
高
原
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
七
集　

高
原
町
祓
川
・
狭
野
の
神
舞
（
神
事
）
』
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

近
年
、
少
子
高
齢
化
等
の
影
響
か
、
そ
れ
ま
で
個
人
宅
で
保
管
し
て
い
た
古
文
書
等
の
文
化
財
に
つ
い
て
、
個
人
で
の
保
存
が
困
難
に
な
り
、
令
和
に

入
っ
て
か
ら
複
数
の
古
文
書
等
の
史
料
が
教
育
委
員
会
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
も
こ
の
よ
う
な
寄
贈
は
増
加
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
を
機
に
古
文
書
等
の
調
査
に
も
重
点
を
置
く
べ
き
と
の
考
え
か
ら
、
今
回
の
よ
う
な
史
料
集
の
刊
行
に
至
り
ま
し
た
。
昨
年
十
二
月
に
第
一
集
と

し
て
、
近
世
高
原
郷
の
記
録
を
中
心
に
永
濱
家
文
書
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
続
く
第
二
集
と
し
て
、
町
内
狭
野
地
区
に
あ
る
「
狭
野
神
社
文
書
」
を
取
り

上
げ
ま
す
。
狭
野
神
社
は
神
武
天
皇
生
誕
地
と
言
わ
れ
て
い
る
狭
野
地
区
に
古
く
か
ら
あ
る
神
社
で
、
現
在
は
宮
崎
神
宮
別
宮
と
な
っ
て
い
る
、
格
式
高

い
神
社
で
す
。

　

今
回
は
、
狭
野
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
古
文
書
の
う
ち
、
由
緒
等
に
関
す
る
文
書
を
中
心
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
史
料
集
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
刊
行
し
て
い
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
史
料
集
が
高
原
町
の
歴
史
を
知
る
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　
　
　
　

令
和
六
年
五
月　
　
　
　
　
　
　

高
原
町
教
育
委
員
会　
　

教
育
長　
　

西
田　

次
良
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例

一　

本
書
は
、
『
高
原
町
史
料
集　

二
〈
狭
野
神
社
文
書
（
一
）
〉
』
で
あ
る
。

二　

収
録
し
た
史
料
は
、
町
内
に
あ
る
狭
野
神
社
文
書
の
う
ち
、
神
社
等
の
由
緒
に
関
す
る
文
書
七
点
を
掲
載
し
て
い
る
。

三　

本
書
収
録
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
三
年
三
月
に
狭
野
神
社
の
許
可
を
得
て
写
真
撮
影
を
実
施
し
た
も
の
を
利
用
し
、
令
和
五
年
度
に
翻
刻
作

　
　

業
を
実
施
し
た
。

　
　
　
　

教　

育　

長　
　
　
　
　
　
　

西
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次
良

　
　
　
　

教
育
総
務
課
長　
　
　
　
　
　

中
別
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和
也

　
　
　
　
　
　
　

〃　

文
化
財
係
長　
　

大
學　

康
宏
（
撮
影
・
翻
刻
・
本
書
執
筆
担
当
）

四　

本
文
は
上
下
二
段
に
分
け
、
下
段
に
原
文
を
記
載
し
、
注
釈
等
を
上
段
に
記
載
し
て
い
る
。

五　

翻
刻
に
つ
い
て
は
、
撮
影
写
真
に
基
づ
き
実
施
し
た
。
そ
の
際
、
段
落
や
改
行
等
の
書
式
を
は
じ
め
、
文
字
に
つ
い
て
も
異
体
字
等
極
力
原
文
通
り

　
　

そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
特
殊
文
字
等
に
つ
い
て
も
左
記
の
通
り
原
文
通
り
使
用
し
て
い
る
。

　
　

「
ゟ(

よ
り)

」
「　

(

し
て)

」
「
〳
〵(

々
々)

」
「
ヿ(

事)
」
「　

(

と
も)

」
「
ゝ
・
ヽ
・
〻(

々)

」

　
　

な
お
、
ペ
ー
ジ
の
分
か
れ
目
は
点
線
で
表
現
し
て
い
る
。

六　

翻
刻
に
あ
た
っ
て
文
字
の
不
明
確
な
部
分
及
び
原
文
で
不
鮮
明
な
字
に
つ
い
て
は
「
□
」
と
し
、
右
側
に
推
測
を
注
記
し
た
。

八　

原
文
に
は
抹
消
線
を
記
載
し
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
部
分
は
文
字
の
上
に
線
を
引
い
て
表
現
し
て
い
る
。
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解　
　

題

一　

は
じ
め
に

　

今
回
掲
載
し
た
の
は
、
狭
野
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
狭
野
神
社
文
書
」
の
う
ち
、
狭
野
神
社
及
び
そ
の
境
内
に
あ
っ
た
神
徳
院
の
由
来
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
群
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
県
史
編
纂
を
は
じ
め
と
す
る
史
料
調
査
で
度
々
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
一
部
は
『
神
道
体
系
』

等
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
そ
の
一
部
が
公
開
さ
れ
る
事
は
あ
っ
て
も
、
今
回
の
よ
う
に
網
羅
的
に
公
開
す
る
の
は
初
め
て
で
あ
る
。

二　

狭
野
神
社
及
び
神
徳
院
に
つ
い
て

　

狭
野
神
社
は
、
高
原
町
大
字
蒲
牟
田
、
高
千
穂
峰
の
東
麓
の
狭
野
地
区
に
鎮
座
す
る
神
社
で
あ
る
。
旧
名
狭
野
大
権
現
社
、
通
称
狭
野
宮
（
江
戸
時
代
の

狭
野
神
社
を
指
す
場
合
は
、
以
下
「
狭
野
社
」
と
し
、
現
在
の
狭
野
神
社
と
区
別
す
る
）
。
現
在
の
祭
神
は
神
武
天
皇
・
吾
平
津
媛
命
・
瓊
瓊
杵
尊
・
木
花

開
耶
姫
命
・
彦
火
火
出
見
命
・
豊
玉
姫
命
・
鸕
鷀
草
葺
不
合
尊
・
玉
依
姫
命
の
陰
陽
八
神
。
た
だ
、
『
三
国
名
勝
圖
會
』
等
で
は
、
神
武
天
皇
及
び
吾
平
津

媛
は
脇
宮
に
祀
ら
れ
、
そ
の
二
神
を
除
く
陰
陽
六
神
が
主
祭
神
と
な
っ
て
お
り
、
明
治
時
代
以
後
に
祭
神
が
変
化
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
創
建
は
第
五
代

孝
昭
天
皇
の
代
。
文
暦
元
（
一
二
三
四
）
年
の
御
鉢
噴
火
に
よ
り
現
在
の
都
城
市
高
崎
町
に
あ
る
東
霧
島
神
社
の
別
当
寺
勅
詔
院
に
移
転
し
た
。
そ
の
後
、

天
文
年
間
に
、
時
の
住
持
及
び
社
人
が
勅
詔
院
か
ら
宝
物
等
を
持
ち
出
し
、
高
原
麓
の
鎮
守
社
に
移
転
、
慶
長
十
五
（
一
六
一
〇
）
年
に
元
の
狭
野
の
地
に

戻
っ
た
。
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
、
別
当
寺
の
神
徳
院
が
廃
寺
に
な
っ
た
事
に
よ
り
、
狭
野
神
社
と
名
を
改
め
た
。
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
、
宮
崎

神
宮
改
築
に
伴
い
旧
社
殿
の
寄
進
を
受
け
、
翌
年
に
竣
工
し
た
。
こ
れ
が
現
在
見
る
社
殿
で
、
現
在
は
宮
崎
神
宮
別
宮
と
い
う
位
置
付
け
に
あ
る
。
こ
れ
以

前
の
社
殿
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
の
か
不
明
だ
が
、
令
和
五
年
に
狭
野
神
社
の
倉
庫
か
ら
旧
社
殿
の
一
部
と
思
わ
れ
る
部
材
が
発
見
さ
れ
、

部
材
に
施
さ
れ
た
彫
刻
等
か
ら
、
現
在
の
社
殿
に
は
見
ら
れ
な
い
龍
柱
を
は
じ
め
、
木
鼻
や
脇
障
子
の
一
部
と
判
明
し
た
。
た
だ
、
他
で
は
見
ら
れ
な
い
用

途
不
明
の
部
材
も
見
ら
れ
、
社
殿
が
ど
の
よ
う
な
建
築
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

別
当
寺
は
霧
嶋
山
仏
華
林
寺
神
徳
院
、
通
称
神
徳
院
・
狭
野
寺
。
天
台
宗
穴
太
派
。
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
。
創
建
開
山
は
慶
胤
、
再
興
開
山
は
性
空
、
中

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし
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興
開
山
は
宥
淳
と
さ
れ
る
。
以
降
は
狭
野
社
と
同
じ
歴
史
を
辿
る
。
『
薩
藩
政
要

録
』
に
よ
る
と
、
「
日
州
天
台
宗
一
寺
」
と
い
う
位
置
付
け
で
、
寺
高
は
一
六
四

石
八
斗
六
升
七
合
七
勺
一
才
、
旧
薩
摩
藩
内
の
日
向
国
内
寺
院
の
中
で
は
破
格

の
石
高
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
三
国
名
勝
圖
會 

巻
之
四
』
に
は
、
鶴
丸
城
下

に
あ
っ
た
南
泉
院
が
再
興
さ
れ
る
前
の
大
願
寺
の
時
代
、
無
住
期
間
が
長
か
っ

た
た
め
、
祭
祀
の
時
は
福
昌
寺
と
共
に
神
徳
院
の
僧
侶
が
務
め
た
、
と
あ
る
。

ま
た
、
神
徳
院
住
持
の
萬
嶺
が
隠
居
後
に
南
泉
院
の
一
画
に
庵
を
結
ん
だ
り
、

神
徳
院
住
持
の
圓
清
が
南
泉
院
支
坊
の
観
樹
院
住
持
を
兼
帯
す
る
な
ど
、
江
戸

時
代
初
期
か
ら
半
ば
に
か
け
て
、
薩
摩
藩
に
お
け
る
天
台
宗
寺
院
と
し
て
格
式

高
い
位
置
付
け
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。

　

末
寺
に
つ
い
て
は
、
狭
野
神
社
文
書
『
公
私
留
帳
簿　

第
一
』
に
よ
る
と
、

寛
文
九
（
一
六
三
二
）
年
の
寺
社
奉
行
か
ら
の
調
査
に
対
し
て
、「
坂
本
寺
」
「
宝

光
院
」
「
山
内
寺
」
「
西
雲
寺
」
の
名
を
出
し
て
い
る
。
「
坂
本
寺
」
は
同
じ
高
原

郷
内
の
花
堂
に
あ
っ
た
寺
院
、「
宝
光
院
」
は
隣
の
小
林
郷
に
あ
っ
た
寺
院
、「
山

内
寺
」
「
西
雲
寺
」
は
ど
ち
ら
も
大
隅
国
に
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
所
は

不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
「
山
内
寺
」
は
薩
摩
国
出
水
郡
野
田
郷
に
あ
る
山
内
寺
と

思
わ
れ
、
『
薩
藩
政
要
録
』
に
は
神
徳
院
が
山
内
寺
を
末
寺
で
あ
る
と
主
張
し
た

も
の
の
、
そ
の
後
の
調
査
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
は
「
坂
本
寺
」

「
宝
光
院
」
「
極
楽
寺
」
に
ま
と
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
「
威
徳
院
」
に
つ
い
て
は

脇
坊
扱
い
）
。
そ
の
他
、
鹿
児
島
の
磯
に
あ
っ
た
龍
洞
院
で
再
建
さ
れ
た
「
常
教

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

第一図　『三国名勝圖會』に記された狭野権現社
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寺
」
や
、
鹿
屋
の
花
岡
に
移
っ
た
「
真
如
院
」
、
蒲
生
に
移
転
し
た
「
神
護
院
」
、
伊
集
院
に
移
転
し
た
「
来
迎
院
」
等
も
、
か
つ
て
の
神
徳
院
末
寺
と

し
て
い
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
高
い
格
式
を
有
し
て
い
た
も
の
の
、
寛
文
年
間
、
特
に
寛
永
寺
で
修
行
し
て
い
た
憲
純
が
神
徳
院
住
持
に
な
る
頃
は
、
無
住
の
期
間
が

続
い
た
り
し
た
よ
う
で
、
由
来
等
は
か
な
り
曖
昧
な
も
の
に
な
り
、
本
寺
も
定
か
で
な
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
頃
に
東
叡
山
寛

永
寺
の
直
末
と
な
っ
た
（
『
薩
藩
政
要
録
』
で
は
、
寛
永
寺
円
頓
院
末
寺
と
な
っ
て
い
る
）
。
ま
た
、
寛
文
一
二
（
一
六
七
二
）
年
、
藩
の
寺
社
奉
行
か

ら
、
「
勅
詔
院
に
移
転
し
て
い
た
時
の
歴
史
」
「
勅
詔
院
か
ら
分
か
れ
て
高
原
に
移
っ
た
理
由
」
「
宝
物
や
文
書
の
由
来
等
」
「
寺
号
等
の
古
老
の
聴
き

取
り
や
文
書
等
に
よ
る
確
か
な
由
来
」
「
何
の
神
を
以
て
霧
島
六
所
権
現
と
す
る
の
か
」
等
に
つ
い
て
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、
早
々
に
回
答
を
求
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
背
景
か
ら
、
掲
載
し
た
よ
う
な
由
来
や
縁
起
等
が
作
ら
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
狭
野
神
社
文
書
の
中
で
最
も
古
い
由
来
書
が

寛
文
一
二
年
奥
書
で
あ
る
の
も
、
こ
う
い
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
に
よ
る
と
、
慶
応
四(
一
八
六
八)

年
閏
四
月
、
住
持
は
末
寺
の
宝
光
院
に
移
転
、
寺
内
諸
仏
は
焼
却
処
分
、
石
製
仁
王
像
一
対

は
山
中
に
廃
棄
、
神
徳
院
の
建
物
は
神
主
館
に
転
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
狭
野
社
及
び
神
徳
院
を
知
る
遺
物
は
僅
か
で
あ
る
。
そ
の
一
つ

が
石
製
仁
王
像
で
、
享
保
一
九
（
一
七
三
四
）
年
、
住
持
の
圓
清
に
よ
り
作
ら
れ
た
が
、
廃
寺
の
際
に
前
述
の
通
り
山
中
に
遺
棄
さ
れ
た
。
地
元
の
伝
承

で
は
、
山
中
の
溝
に
廃
棄
さ
れ
て
以
後
、
大
豆
の
不
作
が
続
い
た
た
め
、
「
大
豆
の
神
様
」
と
し
て
溝
か
ら
引
き
上
げ
て
再
び
参
道
沿
い
に
安
置
し
た
と

の
事
で
、
現
在
も
参
道
傍
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
の
狭
野
神
社
参
道
沿
い
に
あ
る
「
狭
野
の
杉
並
木
」(

国
指
定
天
然
記
念
物)

も
、
か
つ
て

の
狭
野
権
現
社
を
偲
ぶ
遺
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
戦
前
に
は
参
道
沿
い
に
林
立
し
て
い
た
が
、
戦
後
の
災
害
等
で
倒
木
が
続
き
、
現
在
は
一
〇
本
程

度
を
残
す
の
み
で
あ
る
。
由
来
に
つ
い
て
は
、
島
津
義
弘
の
朝
鮮
出
兵
か
ら
の
凱
旋
記
念
と
し
て
植
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
『
鹿
児
島
県
史
料

　

斉
彬
公
史
料　

第
一
巻
』
所
収
の
「
大
隅
国
肝
属
郡
其
他
日
州
諸
縣
郡
諸
郷
御
巡
見
ノ
事
実
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

狭
野
神
社
社
殿
近
傍
ノ
大
杉
ハ
、
義
弘
公
朝
鮮
国
御
渡
海
前
、
勝
軍
御
祈
願
ノ
為
メ
御
手
自
ラ
挿
植
シ
玉
ヒ
、
其
他
社
道
左
右
ノ
大
杉
モ
、
当
時
随

　
　

行
ノ
士
一
人
二
本
ヲ
植
シ
メ
玉
ヒ
シ
ト
云
フ
、
如
此
由
緒
ア
ル
カ
故
ニ
、
公
ハ
特
ニ
御
追
懐
、
保
護
忽
セ
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
旨
特
命
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
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云
フ
、

　

こ
れ
は
、
薩
摩
藩
主
の
島
津
斉
彬
が
実
施
し
た
領
内
巡
見
の
記
録
で
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
に
よ
る
と
、
嘉
永
六
年(

一
八
五
三)

一
一
月
に
鹿
児
島

を
出
立
し
、
高
原
を
訪
れ
た
の
は
翌
月
九
日
、
そ
の
際
、
神
徳
院
及
び
錫
杖
院
に
参
詣
し
て
い
る
。
右
の
記
述
は
そ
の
時
の
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
「
狭
野
神
社
社
殿
近
傍
ノ
大
杉
」
は
、
島
津
義
弘
が
朝
鮮
に
渡
海
す
る
前
、
勝
軍
祈
願
の
た
め
自
ら
植
え
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
由
緒
を
伝
え
て

い
る
事
か
ら
、
杉
を
植
え
た
の
は
文
禄
元
（
一
五
九
二
）
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
今
回
取
り
上
げ
た
古
文
書
以
外
で
は
狭
野
社
の
全
貌
を
知
る
事
は
非
常
に
難
し
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
古
文
書
の
残
存
状
況
も
断
片
的

で
あ
る
。
理
由
と
し
て
は
、
享
保
元
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
新
燃
岳
噴
火
等
に
よ
り
度
々
焼
失
し
て
い
る
事
や
、
廃
寺
に
よ
る
什
物
等
の
散
逸
、
等
が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
、
狭
野
神
社
文
書
に
含
ま
れ
る
文
書
群
が
、
か
つ
て
狭
野
社
で
役
職
を
担
っ
て
い
た
複
数
の
社
家
に
狭
野
神
社
関
係
の
文
書
に

確
認
さ
れ
て
い
る
等
、
一
括
し
て
狭
野
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
な
い
の
も
あ
る
。
今
後
、
他
の
社
家
の
文
書
を
調
査
す
る
事
で
、
よ
り
詳
し
い
事
情
が
判

明
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

三　

狭
野
神
社
文
書
に
つ
い
て

　

狭
野
神
社
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
公
的
機
関
に
よ
り
数
回
調
査
さ
れ
て
い
る
。
一
番
古
い
の
は
、
宮
崎
県
立
図
書
館
が
昭
和
三
五
年
度
に
実
施
し
た
調
査

で
、
そ
の
際
、
一
四
点
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
宮
崎
県
教
育
委
員
会
が
昭
和
五
〇
年
度
に
実
施
し
た
古
文
書
所
在
確
認
調
査
に
よ
り
一
三
点
確
認

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
宮
崎
県
史
編
纂
作
業
に
お
い
て
も
調
査
さ
れ
て
お
り
（
そ
の
際
の
目
録
な
し
）
、
そ
の
際
文
書
の
簡
易
分
類
や
袋
分
け
等
の
整

理
が
行
わ
れ
、
そ
の
形
の
ま
ま
現
在
も
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
成
果
の
一
覧
表
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。
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大
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由
緒
帳(

模
写)
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野
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現
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体
並
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物
帳

霧
島
六
社
大
権
現
東
御
在
所
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野
権
現
由
緒
・
神
徳
院
由
緒
・
末
寺
三
ヶ
寺
由
緒

高
原
宗
廟
狭
野
大
権
現
来
由

高
原
宗
廟
狭
野
大
権
現
来
由 

謄
本

宇
都
権
現
造
立
記

旧
藩
主
参
拝
記

年
中
御
祭
並
御
祈
願
方

日
向
国
三
股
院
高
原
郷
霧
島
社
棟
札
写

神
社
由
緒
調
並
ニ
狭
野
神
社
次
渡
品
改
帳

薩
藩
名
勝
誌
・
地
理
参
考
・
由
緒
取
調
草
稿

明
治
二
十
九
年
古
社
寺
調

狭
野
神
社
境
内
編
入
願

寶
物
登
録
臺
帳

什
物
帳

　

成　

立　

年

文
化
八(

一
八
一
一)

大
正
五(

一
九
一
六)

寛
保
二(

一
七
四
二)

天
明
五(

一
七
八
五)

享
保
一
八(

一
七
三
三)

天
明
四(

一
七
八
四)

寛
文
六(

一
六
六
六)

　
　
　

～
延
宝
四(

一
六
七
六)

元
禄
一
一(

一
六
九
八)

　
　
　

～
宝
永
六(

一
七
〇
九)

大
正
二(

一
九
一
三)

文
政
五(

一
八
二
二)

享
保
一
四(

一
七
二
九)

頃

万
延
元(

一
八
六
〇)

寛
文
一
二
年(

一
六
七
二)

大
正
五(

一
九
一
六)

弘
化
四(

一
八
四
七)

嘉
永
六(

一
八
五
三)

以
降
か

寛
文
八(

一
六
六
八)

慶
長
一
七
年(

一
六
一
二)

寛
永
七(

一
六
三
〇)

明
暦
二(

一
六
五
六)

明
治
一
七
年(

一
八
八
四)

明
治
二
八
年(

一
八
九
五)

明
治
二
九
年(

一
八
九
六)

明
治
三
二
年(

一
八
九
九)

昭
和
四(

一
九
二
九)

　
　
　

～
昭
和
一
一(

一
九
三
六)

昭
和
初
期
か

昭
三
五
調
査

○○○○○○○○○○

昭
五
五
調
査

○○○○○○○○○○○○

備　

考

旧
第
一
号

旧
第
二
号

旧
第
三
号

旧
第
四
号

旧
第
五
号

旧
第
六
号

旧
第
七
号

旧
第
八
号

旧
第
九
号

旧
第
一
〇
号

旧
第
一
一
号

旧
第
一
二
号

旧
第
一
三
号

旧
第
一
四
号

旧
第
一
五
号

番
号

一二三四五六七八九
一
〇

一
一

一
二

一
三

一
四

一
五

一
六

一
七

一
八

一
九

二
〇

二
一

二
二

二
三

二
四
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縁
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狭
野
大
権
現
来
由

高
原
宗
廟
狭
野
大
権
現
来
由 

謄
本

宇
都
権
現
造
立
記

旧
藩
主
参
拝
記

　

成　

立　

年

享
保
一
八(

一
七
三
三)

天
明
四(

一
七
八
四)

寛
文
六(

一
六
六
六)

　
　
　

～
延
宝
四(

一
六
七
六)

元
禄
一
一(

一
六
九
八)

　
　
　

～
宝
永
六(

一
七
〇
九)

大
正
二(

一
九
一
三)

文
政
五(

一
八
二
二)

享
保
一
四(

一
七
二
九)

頃

万
延
元(

一
八
六
〇)

寛
文
一
二
年(

一
六
七
二)

大
正
五(

一
九
一
六)

昭
三
五
調
査

○○○○○○○

昭
五
五
調
査

○○○○○○○○○○

備　

考

旧
第
五
号

旧
第
六
号

旧
第
七
号

旧
第
八
号

旧
第
九
号

旧
第
一
〇
号

旧
第
一
一
号

旧
第
一
二
号

旧
第
一
三
号

旧
第
一
四
号

旧
第
一
五
号

番
号

五六七八九
一
〇

一
一

一
二

一
三

一
四

一
五

一
六

霧
島
山
縁
起
続
禄
艸
案

御
遷
宮
次
第
書
留
帳

公
私
留
帳　

第
一

年
誌
帳

霧
嶋
狭
野
大
権
現
御
神
名
並
由
緒
帳(

模
写)

狭
野
権
現
御
神
体
並
什
物
帳

霧
島
六
社
大
権
現
東
御
在
所

狭
野
権
現
由
緒
・
神
徳
院
由
緒
・
末
寺
三
ヶ
寺
由
緒

享
保
一
八(

一
七
三
三)

天
明
四(

一
七
八
四)

寛
文
六(

一
六
六
六)

　
　
　

～
延
宝
四(

一
六
七
六)

元
禄
一
一(

一
六
九
八)

　
　
　

～
宝
永
六(

一
七
〇
九)

大
正
二(
一
九
一
三)

文
政
五(

一
八
二
二)

享
保
一
四(

一
七
二
九)
頃

万
延
元(

一
八
六
〇)

○○○○

○○○○○○○

旧
第
五
号

旧
第
六
号

旧
第
七
号

旧
第
八
号

旧
第
九
号

旧
第
一
〇
号

旧
第
一
一
号

旧
第
一
二
号

五六七八九
一
〇

一
一

一
二

第
二
表　

狭
野
神
社
文
書
目
録(

二)

　

文　
　

書　
　

名

霧
嶋
狭
野
大
権
現
御
神
名
並
由
緒
帳

霧
嶋
狭
野
大
権
現
御
神
名
並
由
緒
帳 

謄
本

日
州
高
原
狭
野
権
現
社
附
神
徳
院
由
緒
帳

御
寄
進
物
並
由
緒
品
物
帳

　

成　

立　

年

文
化
八(

一
八
一
一)

大
正
五(

一
九
一
六)

寛
保
二(

一
七
四
二)

天
明
五(

一
七
八
五)

昭
三
五
調
査

○

昭
五
五
調
査

○

備　

考

旧
第
一
号

旧
第
二
号

旧
第
三
号

旧
第
四
号

番
号

一二三四
第
一
表　

狭
野
神
社
文
書
目
録(

一)
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年
中
御
祭
並
御
祈
願
方

日
向
国
三
股
院
高
原
郷
霧
島
社
棟
札
写

神
社
由
緒
調
並
ニ
狭
野
神
社
次
渡
品
改
帳

薩
藩
名
勝
誌
・
地
理
参
考
・
由
緒
取
調
草
稿

明
治
二
十
九
年
古
社
寺
調

狭
野
神
社
境
内
編
入
願

寶
物
登
録
臺
帳

什
物
帳

寛
文
八(

一
六
六
八)

慶
長
一
七
年(

一
六
一
二)

寛
永
七(

一
六
三
〇)

明
暦
二(

一
六
五
六)

明
治
一
七
年(

一
八
八
四)

明
治
二
八
年(

一
八
九
五)

明
治
二
九
年(

一
八
九
六)

明
治
三
二
年(

一
八
九
九)

昭
和
四(

一
九
二
九)

　
　
　

～
昭
和
一
一(

一
九
三
六)

昭
和
初
期
か

○○

○

一
七

一
八

一
九

二
〇

二
一

二
二

二
三

二
四

年
中
御
祭
並
御
祈
願
方

日
向
国
三
股
院
高
原
郷
霧
島
社
棟
札
写

神
社
由
緒
調
並
ニ
狭
野
神
社
次
渡
品
改
帳

薩
藩
名
勝
誌
・
地
理
参
考
・
由
緒
取
調
草
稿

明
治
二
十
九
年
古
社
寺
調

狭
野
神
社
境
内
編
入
願

寛
文
八(

一
六
六
八)

慶
長
一
七
年(

一
六
一
二)

寛
永
七(

一
六
三
〇)

明
暦
二(

一
六
五
六)

明
治
一
七
年(

一
八
八
四)

明
治
二
八
年(

一
八
九
五)

明
治
二
九
年(
一
八
九
六)

明
治
三
二
年(

一
八
九
九)

○○

○

一
七

一
八

一
九

二
〇

二
一

二
二

第
二
表　

狭
野
神
社
文
書
目
録(

二)

　

文　
　

書　
　

名

高
原
宗
廟
狭
野
大
権
現
来
由

高
原
宗
廟
狭
野
大
権
現
来
由 

謄
本

宇
都
権
現
造
立
記

旧
藩
主
参
拝
記

　

成　

立　

年

寛
文
一
二
年(

一
六
七
二)

大
正
五(

一
九
一
六)

昭
三
五
調
査

○○○

昭
五
五
調
査

○○○

備　

考

旧
第
一
三
号

旧
第
一
四
号

旧
第
一
五
号

番
号

一
三

一
四

一
五

一
六
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も
ち
ろ
ん
右
表
全
て
が
狭
野
神
社
文
書
の
全
体
で
は
な
い
も
の
の
（
明
治
時
代
以
後
の
文
書
全
て
ま
で
は
網
羅
し
て
い
な
い
が
）
、
明
治
時
代
以
前
に
つ
い

て
は
ほ
ぼ
こ
の
内
容
で
確
定
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
。

　

今
回
は
、こ
の
狭
野
神
社
文
書
の
う
ち
、
番
号
一
・
三
・
四
・
五
・
一
一
・
一
二
・
一
三
の
七
点
を
掲
載
し
て
い
る
。
最
も
古
い
の
は
、
寛
文
一
二
年
に
作

成
さ
れ
た
『
高
原
宗
廟
狭
野
権
現
来
由
』(

一
三)
で
あ
る
。こ
れ
は
、
前
述
の
藩
寺
社
奉
行
か
ら
の
照
会
を
受
け
て
の
回
答
と
思
わ
れ
、
神
話
に
関
す
る
部
分

は
最
低
限
記
述
す
る
の
み
で
、
非
常
に
シ
ン
プ
ル
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
狭
野
社
及
び
神
徳
院
の
歴
史
も
江
戸
時
代
以
前
は
「
噴
火
に
よ
り
歴
史
が
不
明
」

「
島
津
家
と
の
緊
密
な
関
わ
り
」を
強
調
す
る
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
以
後
こ
の
歴
史
観
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

　

次
に
最
も
記
述
分
量
が
多
い
の
は
、『
霧
島
山
縁
起
続
禄
艸
案
』(
五)

で
あ
る
。
明
確
な
奥
書
が
な
い
も
の
の
、
内
容
か
ら
享
保
二
〇
（
一
七
三
五
）
年
も
し

く
は
翌
年
に
完
成
し
た
と
思
わ
れ
る
。
内
容
の
約
半
分
を
神
話
に
割
き
、『
日
本
書
紀
』や
『
先
代
旧
事
本
紀
大
成
経
』
等
を
駆
使
し
て
壮
大
な
ス
ト
ー
リ
ー
を

作
り
上
げ
て
い
る
。こ
の
作
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
多
く
の
文
献
を
読
み
解
く
等
の
博
識
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。

　

た
だ
、こ
こ
ま
で
壮
大
に
執
筆
し
た
の
は
こ
の
文
献
だ
け
で
、
以
後
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
神
話
部
分
は
寛
文
一
二
年
本
を
基
準
と
し
、
そ
の
後
の
歴
史
事

項
や
由
緒
あ
る
什
物
等
を
追
記
す
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
異
質
な
の
は
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
作
成
の
『
狭
野
権
現
由
緒
・
神
徳
院
由
緒
・
末
寺
三
ヶ
寺
由
緒
』(

一
二)

で
あ
る
。こ
れ
ま
で
の
由
緒
（
現
在

残
っ
て
い
る
も
の
も
含
め
）を
見
て
い
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
意
図
的
に
そ
の
内
容
に
沿
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、と
に
か
く
全
て

　

文　
　

書　
　

名

寶
物
登
録
臺
帳

什
物
帳

　

成　

立　

年

昭
和
四(

一
九
二
九)

　
　
　

～
昭
和
一
一(

一
九
三
六)

昭
和
初
期
か

昭
三
五
調
査

昭
五
五
調
査

備　

考

番
号

二
三

二
四

第
三
表　

狭
野
神
社
文
書
目
録(

三)
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を
不
明
で
片
付
け
よ
う
と
す
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
前
半
の
神
話
部
分
は
こ
れ
ま
で
の
由
緒
と
同
じ
で
あ
る
事
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
由
緒
を
見
て

い
な
い
と
い
う
事
は
な
い
も
の
の
、
参
考
に
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
「
慥
成
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
由
緒
を
「
不
確
か
な
」

由
来
と
考
え
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
万
延
元
年
の
時
点
で
、
か
つ
て
由
緒
に
記
さ
れ
て
い
た
什
物
の
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
て
い
た

（
も
し
く
は
そ
う
思
わ
せ
た
い
の
か
）
事
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
由
来
で
語
ら
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
必
ず
次
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

（
一
）
開
基
性
空
上
人

　

（
二
）
文
暦
元
年
の
噴
火
に
よ
り
勅
詔
院
へ
の
退
転
及
び
狭
野
へ
の
回
帰

　

（
三
）
宥
淳
法
印
と
新
納
忠
元
と
の
交
流

　

（
四
）
憲
純
法
印
に
よ
る
神
徳
院
復
興

　

こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
、
他
の
史
料
を
交
え
て
考
察
す
る
。

（
一
）
開
基
性
空
上
人

　

性
空
に
つ
い
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
『
扶
桑
略
記
』
『
朝
野
群
載
』
等
に
詳
し
い
。
橘
善
根
の
子
と
し
て
、
左
手
に
針
を
握
っ
て
産
ま
れ
、
十
歳
で

師
よ
り
法
華
経
を
学
び
、
一
七
歳
で
元
服
し
母
と
共
に
日
向
国
へ
下
向
、
二
六
歳
の
時
に
出
家
し
霧
島
に
籠
も
っ
て
（
『
扶
桑
略
記
』
で
は
三
六
歳
）
四

年
過
ご
し
た
後
、
筑
前
国
の
背
振
山
へ
修
行
の
場
を
移
し
、
播
磨
国
の
書
写
山
で
庵
を
結
ん
だ
、
と
あ
る
。
没
年
に
つ
い
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
で
は

長
保
四
（
一
〇
〇
二
）
年
、
『
扶
桑
略
記
』
で
は
寛
弘
四
（
一
〇
〇
七
）
年
と
違
い
が
あ
る
が
、
寛
弘
四
年
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
性
空
の
伝
説
に
つ
い
て
は
、
今
回
取
り
上
げ
て
い
る
狭
野
だ
け
で
な
く
、
霧
島
連
山
周
辺
で
非
常
に
多
い
。
中
で
も
「
霧
島
六
所
（
社
）
権
現

（
に
関
す
る
社
寺
）
」
を
整
備
し
た
と
い
う
の
が
一
番
大
き
な
所
で
あ
る
。
霧
島
六
所
権
現
に
つ
い
て
は
、
『
三
国
名
勝
圖
會
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。
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○
西
御
在
所
霧
島
六
所
権
現
（
現
在
の
霧
島
神
宮
・
鹿
児
島
県
霧
島
市
）　
　

別
当
寺　

華
林
寺

　
　

○
雛
守
六
所
権
現
社
（
現
在
の
夷
守
神
社
・
宮
崎
県
小
林
市
）　
　
　
　
　
　

別
当
寺　

宝
光
院

　
　

○
霧
島
山
中
央
六
所
権
現
社
（
現
在
の
霧
島
岑
神
社
・
右
同
）　
　
　
　
　
　

別
当
寺　

瀬
戸
尾
寺

　
　

○
霧
島
東
御
在
所
両
所
権
現
社
（
現
在
の
霧
島
東
神
社
・
宮
崎
県
高
原
町
）　

別
当
寺　

錫
杖
院

　
　

○
狭
野
大
権
現
社
（
現
在
の
狭
野
神
社
・
右
同
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
当
寺　

神
徳
院

　
　

○
東
霧
島
権
現
社
（
現
在
の
東
霧
島
神
社
・
宮
崎
県
都
城
市
）　
　
　
　
　
　

別
当
寺　

勅
詔
院

　

※

な
お
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
に
霧
島
岑
神
社
と
夷
守
神
社
は
合
祀
さ
れ
、
夷
守
神
社
敷
地
に
移
転
し
て
新
た
に
「
霧
島
岑
神
社
」
と
な
っ
て
い

　
　

る
。

　

性
空
は
た
っ
た
四
年
し
か
霧
島
に
お
ら
ず
、
そ
の
後
の
背
振
山
の
方
が
非
常
に
長
く
修
行
し
た
と
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
霧
島
は
性
空
を

開
基
と
す
る
等
、
霧
島
信
仰
の
中
核
に
据
え
た
の
か
。
性
空
と
霧
島
と
の
関
わ
り
は
果
た
し
て
事
実
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
、
霧
島
に
は
、

『
続
日
本
後
紀
』
『
日
本
三
代
実
録
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
官
位
を
叙
さ
れ
た
「
霧
島
岑
神
」
が
存
在
し
て
い
た
。
さ
ら
に
『
延
喜
式
』
で
は
、
「
霧

島
神
社
」
と
い
う
何
ら
か
の
宗
教
施
設
が
存
在
し
た
事
も
判
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
狭
野
神
社
で
は
な
い
が
、
同
じ
町
内
で
高
千
穂
峰
の
中
腹
に
あ
る
霧

島
東
神
社
境
内
の
山
中
か
ら
、
工
事
中
に
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
前
半
に
比
定
さ
れ
る
土
器
が
出
土
し
て
い
る
事
か
ら
、
宗
教
施
設
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
も
の
の
、
山
中
に
お
け
る
何
ら
か
の
修
行
者
の
存
在
を
想
定
す
る
事
が
で
き
る
。
性
空
の
存
在
は
、
そ
れ
ら
の
修
行
者
の
集
合
体
と
し
て
生
み

出
さ
れ
た
の
か
、
も
し
く
は
天
台
宗
の
勢
力
に
取
り
込
む
た
め
に
、
霧
島
で
修
行
し
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ
性
空
を
利
用
し
た
の
か
、
神
社
境
内
の
発
掘

調
査
等
を
行
っ
て
い
な
い
等
、
現
時
点
で
は
古
代
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。

　
（
二
）
文
暦
元
年
の
噴
火
に
よ
り
勅
詔
院
へ
の
退
転
及
び
狭
野
へ
の
回
帰

　

文
暦
元
年
、
御
鉢
の
噴
火
に
よ
り
、
狭
野
社
は
焼
失
し
た
た
め
、
勅
詔
院
に
退
転
し
た
と
い
う
の
が
、
狭
野
社
の
由
来
で
の
共
通
事
項
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
現
状
、
伝
承
の
域
を
出
な
い
の
で
考
察
で
き
な
い
が
、
文
暦
元
年
の
噴
火
に
つ
い
て
は
、
自
然
科
学
・
考
古
学
両
面
で
も
「
霧
島
高
原
ス
コ



－10－

リ
ア
」
と
い
う
名
称
の
テ
フ
ラ
で
登
場
す
る
。
自
然
科
学
の
分
野
で
は
、
「
霧
島
高
原
ス
コ
リ
ア
＝
文
暦
元
年
」
と
確
定
的
に
扱
っ
て
い
る
が
、
町
内
の

発
掘
調
査
に
お
け
る
放
射
性
炭
素
分
析
に
よ
り
西
暦
一
〇
〇
〇
年
代
等
複
数
の
年
代
が
出
た
事
、
「
文
暦
元
年
（
の
噴
火
）
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
、
少

な
く
と
も
神
社
等
の
由
来
以
外
に
登
場
し
な
い
事
か
ら
、
「
文
暦
元
年
（
の
噴
火
）
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
慎
重
に
取
り
扱
う
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

よ
っ
て
、
「
文
暦
元
年
の
噴
火
に
よ
り
退
転
し
た
」
は
あ
く
ま
で
神
話
伝
承
の
一
つ
、
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
し
て
問
題
は
、
勅
詔
院
か
ら
高
原
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
『
霧
島
山
縁
起
続
禄
艸
案
』
に
よ
る
と
、
前
住
の
快
憲
が
逐
電
し
た
後
に
住
持
と
な
っ
た
舜

惠
が
社
人
と
共
に
、
御
神
体
を
高
原
の
麓
に
移
転
さ
せ
た
、
と
あ
る
。
『
高
原
宗
廟
狭
野
権
現
来
由
』
で
は
、
天
文
一
二
（
一
五
四
三
）
年
、
島
津
貴
久

の
命
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
『
公
私
留
帳
簿　

第
一
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
寛
文
一
二
年
の
藩
寺
社
奉
行
か
ら
の
調
査
で
は
、
「
東

霧
嶋
之
先
住
舜
惠
と
申
僧
神
躰
并
宝
物
共
高
原
之
内
へ
持
遁
候
」
と
質
問
し
て
い
る
よ
う
に
、
狭
野
社
側
の
言
い
分
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
表
現
で

あ
る
事
が
わ
か
る
。
『
薩
藩
旧
記
雑
録　

前
編
二
』
に
お
け
る
天
文
一
二
年
頃
の
日
向
国
を
見
る
と
、
北
郷
忠
相
が
伊
東
領
の
野
之
見
谷
城
や
北
原
氏
の

山
田
城
・
志
和
池
城
を
攻
め
取
る
等
の
記
述
が
中
心
で
、
島
津
貴
久
が
日
向
国
に
関
与
し
た
記
述
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
薩
摩
大
隅
の
平
定
に
手
一
杯

の
状
態
と
考
え
ら
れ
る
事
か
ら
、
こ
の
高
原
へ
の
移
転
が
事
実
で
あ
る
と
想
定
し
た
場
合
、
神
徳
院
が
狭
野
か
ら
逃
れ
て
き
た
と
い
う
朧
気
な
伝
承
は

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
勅
詔
院
か
ら
分
か
れ
る
、
ク
ー
デ
タ
ー
的
な
行
為
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

（
三
）
宥
淳
法
印
と
新
納
忠
元
と
の
交
流

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ど
の
由
来
に
も
共
通
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
、
狭
野
社
及
び
神
徳
院
の
中
で
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
的
な
内
容
で
あ
る
。
大
ま
か

に
は
、
島
津
義
弘
の
朝
鮮
出
兵
に
際
し
、
神
徳
院
住
持
の
宥
淳
が
祈
祷
の
命
を
受
け
法
華
経
一
千
部
を
三
年
間
読
誦
し
、
加
久
藤
の
堂
園
一
本
杉
に
袂
に

石
塔
建
立
に
際
し
、
名
代
の
新
納
忠
元
と
宥
淳
が
歌
を
交
わ
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は
、
『
三
国
名
勝
圖
會
』
「
巻
之
五
十
二
」
に
も

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
杉
の
袂
に
供
養
石
塔
が
あ
る
事
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
新
納
忠
元
勲
功
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

一　

同
四
亥
三
月
、
此
前　

松
齢
様　

琴
月
様
御
帰
朝
不
被
遊
、
御
留
守
中
御
勝
利
之
為
御
祈
祷
、
宥
淳
和
尚
と
申
僧
へ
法
華
千
部
奉
真
讀
候
様
被
仰

(

慶
長)
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（
四
）
憲
純
法
印
に
よ
る
神
徳
院
復
興

　

『
霧
島
山
縁
起
続
禄
艸
案
』
に
よ
る
と
、
小
林
郷
の
野
辺
氏
の
出
身
で
、
第
一
六
代
宥
憲
の
弟
子
と
な
っ
て
慈
圓
坊
と
名
乗
り
、
東
叡
山
で
修
行
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
藩
主
島
津
光
久
の
目
に
と
ま
り
、
寛
文
八
（
一
六
六
八
）
年
、
江
戸
に
お
い
て
神
徳
院
住
持
を
命
じ
ら
れ
た
。
以
後
、
神
徳
院
住
持
と
し

て
様
々
な
法
会
に
参
加
す
る
一
方
、
狭
野
原
に
溝
を
掘
り
新
田
を
開
く
等
の
事
業
も
展
開
し
た
。
宝
永
八
年
（
一
七
一
一
）
に
隠
居
し
、
死
去
。

　

『
霧
島
山
縁
起
続
禄
艸
案
』
に
は
、
憲
純
が
住
持
就
任
後
に
あ
っ
た
奇
妙
な
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
、
公
儀
よ
り
神
社

仏
閣
由
緒
の
調
査
が
来
た
際
、
東
光
坊
の
僧
侶
盛
長
が
、
社
司
の
押
領
司
氏
と
密
約
を
交
わ
し
、
門
前
の
者
を
社
人
と
し
て
両
所
権
現
の
祝
詞
神
楽
等
を

さ
せ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
続
い
て
盛
長
の
事
を
「
他
領
に
潜
行
し
て
密
事
を
達
し
」
と
か
な
り
辛
辣
に
記
す
な
ど
、
神
徳
院
に
と
っ
て
は
好
ま
し

　
　
　
　

付
、
加
久
藤
御
城
下
一
本
杉
之
本
ニ
本
傳
庵
と
申
庵
を
被
召
立
、
文
禄
三
年
よ
り
同
五
年
迄
ニ

　
　
　
　

成
就
仕
候
處
、
右
通
古
今
無
比
類
被
為
得
御
勝
利
御
帰
朝
被
遊
候
付
、
此
月
為
御
願
成
就
供
養

　
　
　
　

塚
御
建
立
有
之
、
御
名
代
忠
元
相
勤
、
為
法
楽
為
詠
和
歌
に
御
座
候
、

　
　
　
　
　

は
る
か
な
る
鷲
の
高
ね
の
雲
な
ら
ん
御
法
の
庭
の
花
の
け
し
き
ハ

　
　
　
　
　
　

返
歌

　
　
　
　
　

君
な
ら
て
心
も
つ
け
し
鷲
の
山
の
雲
を
御
法
の
花
の
色
と
は

　

こ
れ
を
見
る
と
、
狭
野
社
の
由
来
と
大
差
な
い
事
が
わ
か
る
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
宥
淳
が
選
ば
れ
た

の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
新
納
忠
元
勲
功
記
』
を
読
む
限
り
に
お
い
て
は
、
「
神
徳
院
の
」
と
い
う
名

称
が
な
い
事
か
ら
、
宥
淳
個
人
の
知
名
度
に
よ
る
祈
祷
依
頼
と
考
え
ら
れ
る
。

第二図　加久藤一本杉の跡(宮崎県えびの市)
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く
な
い
事
件
が
勃
発
し
た
よ
う
で
あ
る
。
憲
純
も
「
謀
計
に
対
し
公
所
に
訴
え
」
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
当
時
の
高
原
郷
地
頭
の
山
田
弥
九
郎
（
有
祐
）

か
ら
は
頻
り
に
和
睦
を
勧
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
登
場
す
る
「
東
光
坊
」
は
、
錫
杖
院
の
別
称
、
「
押
領
司
氏
」
は
、
寛
永
年
間
は
高
原
郷
麓

の
鎮
守
大
明
神
社
の
正
祝
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
東
御
在
所
両
所
権
現
社
の
社
司
と
し
て
廃
寺
ま
で
務
め
て
い
る
。
文
面
通
り
に
読
む
と
、
神
徳
院
の

末
寺
的
位
置
に
あ
っ
た
東
光
坊
が
、
押
領
司
氏
等
と
密
約
を
交
わ
し
、
新
た
に
社
人
を
設
え
て
両
所
権
現
の
祭
典
を
行
っ
た
、
と
な
り
、
神
徳
院
か
ら
独

立
し
た
よ
う
に
取
れ
る
。
事
件
の
あ
ら
ま
し
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
末
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
、
こ
れ
に
関
す
る
錫
杖
院
側
の
史
料
が
な

い
た
め
、
真
実
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
、
狭
野
社
及
び
神
徳
院
の
概
略
に
つ
い
て
述
べ
た
。

第二図　加久藤一本杉の跡(宮崎県えびの市)
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第三図　狭野神社現況

狭野神社拝殿

神徳院仁王像

神徳院跡地神徳院住持の墓地

狭野神社参道(狭野の杉並木)
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第四図　絵葉書に見る狭野神社(大正～昭和初期か)

狭野神社社殿

狭野神社社務所

神苑の一部

神徳院住持の墓地

狭野神社参道(狭野の杉並木)

狭野神社参道(狭野の杉並木)


